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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面及び下面を有するセラミック基体と、
　上記上面に設けられ、半導体デバイスの電極に電気的に接続される少なくとも１つの第
１の金属電極と、
　上記下面に設けられ、印刷回路基板に電気的に接続される第２の金属電極と、を備え、
　上記セラミック基体は、第１の金属酸化物を含む第１の領域を備え、上記第１の領域は
、上記セラミック基体の上面の全体で、１またはそれ以上の層として形成された酸化亜鉛
を含み、上記セラミック基体の上面の上に取付けられた半導体デバイスを静電気放電（Ｅ
ＳＤ）から保護するバリスタを形成しており、
　上記セラミック基体は、更に、上記第１の領域の下方に、第１の金属酸化物を含まない
第２のセラミック材料を含む第２の領域を備え、上記第２の領域はバリスタを形成せず、
　上記第２の領域は、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、または窒化ホ
ウ素のうちの１つからなり、
　第１の金属層が、上記１またはそれ以上の層の上面に物理的に接触するように形成され
、
　第２の金属層が、上記１またはそれ以上の層の下面に物理的に接触し、前記第１の金属
層の少なくとも一部に対向するように形成されており、
　上記１またはそれ以上の層は、上記第１の金属層と上記第２の金属層とにまたがってＥ
ＳＤ電圧が印加された時に上記第１の金属層と上記第２の金属層との間に低抵抗路を発生
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するようになっていることを特徴とするデバイス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子デバイスを静電気放電（ＥＳＤ）から保護することに関し、特定的には
セラミック基体上に取付けられた半導体チップ（例えば、発光ダイオード）をＥＳＤから
保護することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、従来技術による発光ダイオード（ＬＥＤ）パッケージ１０の断面図である。パ
ッケージ１０は、金属相互接続部材１８を介してセラミック基体１６上の金属パッド１４
に結合されているＬＥＤチップ１２を含み、ＬＥＤチップ１２は陰極接点及び陽極接点を
有している。金属バイア２０が基体１６を貫通し、下側（上下は図面上において、以下同
じ）金属パッド２２に接続されている。ＬＥＤチップは、エポキシ２３によってカプセル
封じされている。パッケージ１０は、典型的には、印刷基板上にはんだ取付けされている
か、または別のパッケージ内に組み入れられている。このような他のパッケージは、典型
的に、レンズ、反射性壁、ベース、及びリードを含む。種々の金属相互接続部材はセラミ
ック基体１６と共に、熱をＬＥＤチップ１２から印刷回路基板（付加的なヒートシンクを
含むことができる）へ導く。
【０００３】
　ＬＥＤは公知であり、基体上に半導体材料によって形成される。ＬＥＤチップ１２の基
体材料は、半導体、導体、または絶縁体であることができる。
【０００４】
　ＬＥＤは、ＥＳＤの高電圧によって破壊される恐れがある。ＬＥＤパッケージ内に、ま
たは印刷回路基板上に分離したＥＳＤ保護回路を設ける等によって、ＬＥＤをＥＳＤから
保護することが一般的である。ＬＥＤパッケージ内に分離したＥＳＤ保護回路を設けると
パッケージのサイズが増加し、及び／またはチップ１２の発光面積が減少する可能性があ
る。また、ＥＳＤ保護回路を印刷回路基板上に、またはパッケージ内に形成しても、印刷
回路基板またはパッケージの製造が複雑になり、従って回路にコストが付加される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＬＥＤチップ上にＥＳＤ保護回路を形成する、または印刷回路基板上またはパッケージ
内に分離した要素としてＥＳＤ保護回路を形成することを必要とせずに、ＬＥＤチップを
ＥＳＤから保護する技術が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　１またはそれ以上の酸化亜鉛層を含む金属酸化物バリスタを、セラミック基体と一体に
形成する。バリスタとして動作しないセラミック基体の部分は、典型的に、酸化アルミニ
ウム、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、または窒化ホウ素で形成することができる。一般
的に、トランジェント電圧抑圧には金属酸化物バリスタが使用されている。金属酸化物バ
リスタの製造技術は、セラミック基体を形成するのに使用される技術と両立可能である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、チップ上にＥＳＤ保護回路を形成することを必要とせず、またはパッ
ケージ内に、もしくはパッケージの外部に分離したＥＳＤ保護回路を設けることを必要と
せずに、ＬＥＤチップ、または他の何等かの型の半導体チップのためのＥＳＤ保護回路を
設けることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００８】
　セラミック基体は、集積回路のためのハーメチックシール、電気絶縁、機械的安定性、
及び熱伝導路を与えるために広く使用されている。セラミック基体は、バインダ内にセラ
ミック粉末を混合し、それを所望の形状にキャスティングすることによって容易に形成す
ることができる。セラミックの粒子（グレン）は、粒子を互いに結合させるために加圧し
ながら焼結することもできる。形成されたセラミック基体上に、適当な金属パターンを堆
積させる。セラミック基体は、典型的には、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、炭化
ケイ素、または窒化ホウ素粒子からなる。
【０００９】
　ＥＳＤ保護回路は、一般的に、その端子間にまたがって高電圧を印加した時に、その端
子間に低抵抗路を発生するように動作する。多くの型のＥＳＤ保護回路が存在している。
このようなＥＳＤ保護回路の１つが、金属酸化物バリスタである。電力サージまたは電圧
スパイクを感知すると、バリスタはその抵抗を急速に減少させて瞬時に分路を形成し、電
流スパイクが被保護構成要素を通して放電することを阻止する。バリスタは、逆極性に直
列接続されたツェナーダイオードのように動作する。
【００１０】
　図２は、２つの電極２８の間に挟まれたバインダ２６と酸化亜鉛の粒子２４との混合物
を含む簡単な金属酸化物バリスタの断面図である。バリスタは、典型的には、酸化亜鉛の
粒子とバインダとを混合し、加圧しながら粒子を加熱することによって形成される。これ
によって、電気絶縁用バリヤーによって取り囲まれ、バリスタのように挙動する導電性酸
化亜鉛粒子の構造が得られる。導電性電極間の粒界の界面の数が、デバイスの降伏電圧を
決定する。適切な降伏電圧を確立するためには、高電圧を印加する場合には電極間に多く
の粒子が必要であり、一方低電圧を印加するのであれば電極間に僅かな粒子を必要とする
だけである。バリスタは、電極間の単一の層であることも、または複数の層であることも
できる。複数の層の場合には、対向する電極間に各層を挟む。酸化亜鉛バリスタの形成方
法は公知である。
【００１１】
　これらの金属酸化物バリスタの処理は、金属酸化物がセラミックであることから、半導
体チップパッケージングに使用される標準セラミック基体の処理と両立可能である。我々
はこの両立性を使用して、ＥＳＤ保護のための金属酸化物バリスタを標準セラミックパッ
ケージングに統合した。統合の範囲は、セラミック基体の極く一部だけが酸化亜鉛バリス
タを形成しているものから、基体全体が酸化亜鉛バリスタによって形成されているものま
でにわたる。
【００１２】
　図３は、本発明によるＬＥＤパッケージ３０の一実施の形態の断面図である。この実施
の形態においては、基体３２の中央部分が、部分的に重なり合う電極を形成している金属
層３６を有するドープされた酸化亜鉛３４によって形成されている。ドーピングはコバル
トであることができる。このバリスタ構造は、金属フィルムをバインダ内の酸化亜鉛粒子
の層上に堆積（例えば、蒸着またはスパッタリングによる）またはラミネートさせ、次い
で熱及び圧力を使用してスタックし、ラミネートされた構造を形成させることによって形
成することができる。バリスタは、加熱サイクル中にモノリシックブロックになり、小さ
い体積内で均一にエネルギを消散させるようになる。
【００１３】
　基体のバリスタ部分は、機械的安定性、ハーメチックシーリング、その他の特性を得る
ために、普通の酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、または窒化ホウ素の
セラミック基体部分４０によって取り囲まれている。セラミック基体部分４０は、バリス
タ部分を、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、または窒化ホウ素の粒子
と共にモールド内に配置し、その構造を焼結することによって形成することができる。他
の技術を使用することもできる。
【００１４】
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　バリスタ部分は如何なるサイズ及び厚みにも形成することができ、また酸化アルミニウ
ム、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、または窒化ホウ素セラミック基体部分によって完全
に（上面及び下面を含む）取り囲むことも、または、もしバリスタが基体にとって所望の
特性を呈するのであれば、その何れかの側、または全ての側を露出させることもできる。
【００１５】
　金属化ステップによって、上側金属パッド１４から下側金属パッド２２まで伸びる金属
バイア４２を形成する。バイア４２は、種々のバリスタ金属層３６を相互に接続する。金
属バイア４２のための開口は、モールディングプロセス中に形成することも、または錐も
み、またはエッチングによって形成することもできる。
【００１６】
　バリスタ、及び酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、または窒化ホウ素
セラミック基体を形成させるための種々の加熱、圧力、金属堆積、その他の処理は両立可
能である。先ず酸化亜鉛バリスタを形成させ、次にバリスタの周囲にセラミック基体を形
成させ、次いで金属化ステップを遂行することができる。または、先ずセラミック基体を
形成させてから、バリスタを形成させることができる。もしくは、バリスタ及びセラミッ
ク基体を同時に形成させることができる。両構造に対して、同一の加熱ステップを遂行す
ることができる。
【００１７】
　次いで、金属通路１４上にはんだ、または金の相互接続部材１８を設ける。これらの相
互接続部材は、はんだボール、はんだペースト、スタッド・バンプ、またはめっきである
ことも、またはそれ以外に堆積させた層であることもできる。一実施の形態においては、
面実装（サーフェイスマウント）されたＬＥＤチップ１２、その下側電極がはんだ相互接
続部材と位置合わせされるように取付け、その構造を加熱して相互接続部材を溶融させ、
ＬＥＤチップ１２、バリスタ／基体、及び下側金属パッド２２の間に電気的な、及び構造
的な結合を形成させる。別の実施の形態においては、金の相互接続部材を使用してＬＥＤ
チップ１２をパッド１４に結合させるために、熱圧縮（サーもコンプレッション）結合ま
たは熱音響（サーモソニック）結合を使用している。下側に両接点を有するＬＥＤチップ
を、フリップチップと呼ぶことがある。
【００１８】
　ＬＥＤチップ１２は、シリコンまたはエポキシ２３を使用してカプセル封じする。もし
特定の光出力を望むのであれば、オプションとして、カプセル封じ材料内に燐光体粉末を
混合する。
【００１９】
　ＬＥＤチップ１２のヒートシンクは、金属、バリスタ／基体、及び印刷回路基板の組合
わせから得られる。
【００２０】
　下側パッド２２に印加される如何なる電圧サージも、バリスタの抵抗が減少してＬＥＤ
チップ１２から電流を分路することによって、パッド２２を横切って短絡される。
【００２１】
　図４は、本発明の別の実施の形態の断面図である。この実施の形態においては、セラミ
ック基体全体が、ドープされた酸化亜鉛５２及び金属層５４によって形成されたバリスタ
５０になっている。バリスタ５０は、機械的安定性、熱伝導性、及び強化された電気特性
を得るために、ラップアラウンド金属化部材５６によって少なくとも部分的に取り囲まれ
ている。図４に示す実施の形態においては、バリスタの金属層５４がセラミック基体の縁
まで伸びているので、貫通（スルー）金属化部材は無用である。
【００２２】
　図５は、ＬＥＤパッケージの別の実施の形態の断面図である。図５に示す実施の形態は
図３の実施の形態に類似しているが、ＬＥＤチップ６０がフリップチップではなく、上面
の接点がワイヤー６２を介してセラミック基体のパッド１４に接続されている点が異なっ
ている。ＬＥＤチップ６０は、はんだまたはダイ取付用エポキシ６３によってセラミック
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基体の金属パッドに取付ける。
【００２３】
　図５の実施の形態においては、反射器６４がＬＥＤチップ６０を取り囲み、パッケージ
の上面を通る光を反射させるようになっている。反射性の壁は、１つのカプセル材料と別
のカプセル材料との間で、または空気との間で屈折率がステップするような２つの材料間
の屈折性界面であることも、または反射性金属の斜面であることもできる。反射性壁は、
セラミック材料によって形成することもできる。例えば、酸化アルミニウムは白色である
から、反射器及びディフューザとして動作させることができる。モールドされたレンズ６
６が、ＬＥＤチップ６０上に形成する。
【００２４】
　図６は、本発明の別の実施の形態の断面図である。この実施の形態においては、バリス
タ７０は、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、または窒化ホウ素セラミ
ック基体７２の外面の少なくとも一部分に沿って形成されている。基体のバリスタ部分は
、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、または窒化ホウ素基体の何れの部
分に沿って形成させても差し支えない。バリスタ内の金属層５４は、２つの金属バイア４
２に交互に接続されている。望むならば、付加的なバイアを設けることができる。
【００２５】
　図７は、図６の構造の上面図であって、バリスタ部分７０が、酸化アルミニウム、窒化
アルミニウム、炭化ケイ素、または窒化ホウ素基体の外周を完全に取り囲んでいることを
示している。また、ＬＥＤチップ１２の陽極及び陰極端子のための金属相互接続部材１８
が金属パッド１４に結合されていることをも示している。基体上でチップ１２の向きを再
現可能にするために、４つの接点が使用されている。
【００２６】
　図８は、本発明の別の実施の形態の断面図である。この実施の形態においては、酸化ア
ルミニウム、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、または窒化ホウ素セラミック基体７４の部
分の上面に、下側金属層７８及び上側金属層８０を有する酸化亜鉛バリスタ７６を形成さ
せている。金属層７８及び８０は、ＬＥＤチップ１２上の接点に、及び下側金属パッド２
２に電気的に接続されている。金属パッド２２にまたがって電圧サージが印加されると、
バリスタが金属層７８と８０との間に低抵抗路を発生する。バリスタは、基体の下側に形
成することもできる。
【００２７】
　図８の実施の形態は、酸化亜鉛材料を、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、炭化ケ
イ素、または窒化ホウ素基体７４上に形成してあるので形成が簡単である。酸化亜鉛バリ
スタは、セラミック基体の上面または下面の何れの部分にも形成することができる。セラ
ミック基体７４部分は、普通の矩形基体であることができる。もし望ましいのであれば、
酸化亜鉛層内に付加的な金属層を組み入れることができる。
【００２８】
　図９に示す本発明の別の実施の形態は、図８に類似しているが、バリスタ７６のための
金属層８４及び８６を酸化亜鉛層の上面に形成させてあり、従って、バリスタは２つの金
属層の端の間の上面を横切って降伏することが異なっている。高い降伏電圧は、薄い酸化
亜鉛層を用いることによって達成される。図９の実施の形態の別の長所は、基体を完全に
製造した後に、スクリーン印刷及び焼成等によって金属を付着させることができることで
ある。バリスタは、基体の下面に形成することもできる。
【００２９】
　図１０は、本発明の別の実施の形態の断面図である。この実施の形態においては、バリ
スタ９０は、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、または窒化ホウ素基体
部分の上面の、基体の端付近だけに形成されている。バリスタは、基体のどの側に沿って
形成させることもできる。金属層部分９２をセラミック基体７４の上面に堆積させ、次い
でバリスタ材料を金属層部分９２の上に形成させる。一実施の形態においては、図１０の
左側のバリスタ材料は右側のバリスタ材料と連続しており、バリスタは２つの金属層部分
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９２の間で降伏する。別の実施の形態においては、バリスタのための他の（１または複数
の）電極金属層をバリスタ材料の上に形成させることも、またはバリスタが水平にではな
く垂直に降伏するように、バリスタ材料内に指を組んだ状態に配列された金属層として形
成させることもできる。
【００３０】
　図１０のバリスタ部分は、基体の下面に形成することもできる。
【００３１】
　以上に説明した種々のパッケージは、別のパッケージ内に組み入れることができる。こ
のような他のパッケージは、典型的に、レンズ、反射性壁、ベース、及び印刷回路基板に
接続するためのリードを含む。代替として、バリスタを組み入れたセラミック基体を、直
接印刷回路基板に取付けることができる。更に、導電性のトレース及び能動素子を有する
半導体チップのようなサブマウント上にＬＥＤチップを直接取付け、このサブマウントを
バリスタを組み入れたセラミック基体に取付けることができる。
【００３２】
　上述した実施の形態の何れにおいても、バリスタの所望降伏電圧を選択するために、酸
化亜鉛に接触している金属層のパターニングを使用することができる。所望の降伏電圧を
得るために、酸化亜鉛の粒子、及び酸化亜鉛層の他の特性を調整することもできる。
【００３３】
　以上に、ＬＥＤチップを支持し、保護するために金属酸化物バリスタを組み入れたセラ
ミック基体を説明したが、セラミック基体を使用して普通の集積回路チップのような如何
なる型のチップをも保護することができる。いろいろな形状のバリスタを、何等かのパタ
ーンの電極及び何等かの形状のバリスタを使用し、基体のボリューム全体を使って組み入
れることができる。複数のバリスタを、直列及び／または並列に接続することができる。
【００３４】
　酸化亜鉛からなるバリスタについて説明したが、バリスタは他の金属酸化物、またはこ
れらの酸化物と酸化亜鉛との組合わせによって形成させることができる。他の酸化物の例
は、Ｓb2Ｏ3、Ｂi2Ｏ3、ＣoＯ、ＭnＯ、及びＣr2Ｏ3を含む。金属酸化物バリスタの詳細
に関しては、1975年３月のJournal of Applied Physics, Vol. 46, No.3に所載のLevinso
n及びPhilippの論文“The Physics of Metal Oxide Varistors”を参照されたい。セラミ
ック基体の製造業者には、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、及び窒化
ホウ素基体、及び金属酸化物バリスタの形成方法は公知であるから、過度の実験を行うこ
となく上述した実施の形態の何れをも形成することが可能であろう。
【００３５】
　金属酸化物バリスタに関するさらなる情報に関しては、Drabkinらの論文“Improved Me
tal Oxide Varistor Packaging Technology for Transient Voltage Surge Suppressers(
 TVSS )”を参照されたい。
【００３６】
　以上に本発明を詳細に説明したが、当業者ならば、以上の説明に鑑みて本発明の思想か
ら逸脱することなく本発明に多くの変更を考案することができよう。従って、本発明の範
囲は上述した特定の実施の形態に限定されるものではないことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】従来技術による面実装されたＬＥＤパッケージの断面図である。
【図２】酸化亜鉛粒子を含む典型的な金属酸化物バリスタの断面図である。
【図３】セラミック基体の中央部分内にＥＳＤ保護回路として金属酸化物バリスタを組み
入れたＬＥＤパッケージの断面図である。
【図４】バリスタがセラミック基体の殆ど全体を形成しているＬＥＤパッケージの別の実
施の形態の断面図である。
【図５】ＬＥＤチップの電極が、金属酸化物バリスタを組み入れたセラミック基体にワイ
ヤーによって接続されているようなＬＥＤパッケージの断面図である。
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【図６】セラミック基体が、基体の全周縁に金属酸化物バリスタを組み入れているＬＥＤ
パッケージの別の実施の形態の断面図である。
【図７】図６の構造の上面図である。
【図８】基体が基体の上側層として酸化亜鉛バリスタを組み入れ、酸化亜鉛が２つのバリ
スタ電極の間に挟まれているＬＥＤパッケージの別の実施の形態の断面図である。
【図９】基体が基体の上側層として酸化亜鉛バリスタを組み入れ、バリスタ電極を酸化亜
鉛層の上面に形成したＬＥＤパッケージの別の実施の形態の断面図である。
【図１０】基体が基体の上側層として、且つ基体の外側部分に沿って酸化亜鉛バリスタを
組み入れているＬＥＤパッケージの別の実施の形態の断面図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１０　　ＬＥＤパッケージ
　１２　　ＬＥＤチップ
　１４　　パッド
　１６　　セラミック基体
　１８　　相互接続部材
　２０　　バイア
　２２　　下側パッド
　２３　　エポキシ
　２４　　ＺnＯ粒子
　２６　　バインダ
　２８　　電極
　３０　　ＬＥＤパッケージ
　３２　　基体
　３４　　酸化亜鉛
　３６　　金属層（電極）
　４０　　セラミック基体
　４２　　バイア
　５０　　バリスタ
　５２　　酸化亜鉛
　５４　　金属層
　５６　　金属化部材
　６０　　ＬＥＤチップ
　６２　　ワイヤー
　６３　　ダイ取付用エポキシ
　６４　　反射器
　６６　　レンズ
　７０、７６　　バリスタ
　７２、７４　　セラミック基体
　７８、８０　　金属層
　８４、８６　　金属層
　９０　　バリスタ
　９２　　金属層
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